
団体 目的・内容・想定される効果
利用可能コマ数
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優
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）

専用利用の調整基準

利用申請受付開始時期

毎年９月頃、翌年度の利用について利用調整
会議を行い、その結果に基づいて予約を行
う。

利用日の属する月の６ヶ月前の初日から利用
日まで（利用日の属する月の２月前の１日か
ら１２日までの間を除く）

テ
ニ
ス
場
・
野
球
場
・
人
工
芝
グ
ラ
ウ
ン
ド

※　利用可能コマ数については、各項目全てにおいて、市が公用又は公共用のため、やむを得ない理由があると認められる場合は、この限りでない。

※　原則として本表に掲げる基準に基づき専用利用を許可するが、詳細については管理を開始する前に市と協議を行うものとする。

【横山公園人工芝グラウンド】
専用（優先）利用が可能な団体のうち、１から３
までの区分に係る優先利用及びスポーツ振興を目
的とした行事のための専用利用は、全ての利用時
間区分の２０パーセント相当分を上限とする。た
だし、各月について土曜日、日曜日及び祝日のう
ち、２日相当分以上を、スポーツ振興を目的とし
た行事以外の専用利用に供すること。

【横山公園テニス場・野球場】
全ての利用時間区分の２０パーセント相当分を上
限とする。ただし、各月について土曜日、日曜日
及び祝日のうち、２日相当分以上を一般利用に供
すること。

一般の利用形態に比し、面・時間範囲を拡大して
独占的に押さえることが適当と認められるとき。

可能な利用

専
用
（
一
般
）

１　相模原市、相模原市教育委員会

２　相模原市スポーツ協会及びこれに属する団体

３　相模原市中学校体育連盟

４　当該施設の指定管理者及びネーミングライツスポンサー

５　ホームタウンチーム

６　その他特に必要と認めるもの

※５については、人工芝グラウンドのみ該当

１　市・国・県

２　市内の学校・保育所等

３　相模原市スポーツ協会及びこれに属する団体

４　市が指導又は育成を行うことを必要とする団体

５　市内の官公署、会社等

６　スポーツの振興を目的とする公共的団体

７　指定管理者

８　構成員が20名以上でその過半数が市内
　在住者（市内に在勤し、又は在学する者
　を含む。）であり、かつ、代表者が成人
　である団体（上記1～7に該当しないもの）

９　その他特に必要と認めるもの

※８については、人工芝グラウンドのみ該当

利用目的がスポーツの実施であり、当該行事の実
施が以下の観点から市民のスポーツ振興(公共目
的）につながると認められるとき。

・実施者拡大
・競技力向上、大会
・観戦型スポーツの振興

資料１０

【資料10】-1


